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は
し
が
き

　

本
資
料
は
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
法
律
の
部
を
含
む
二
〇
一
九
年

九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―
九
五
〇
号
を
追
認
す

る
二
〇
二
一
年
二
月
二
六
日
の
法
律
第
二
〇
二
一
―
二
一
八
号（

１
）を

訳

出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

少
年
刑
事
司
法
法
典
の
立
法
は
、
憲
法
第
三
八
条
に
基
づ
く
、
迅

速
手
続
に
拠
っ
て
い
る
。
即
ち
、
授
権
法
に
基
づ
い
て
政
府
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
た
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
を
議
会
が
追
認
す
る
と
い
う
形
で
同

法
典
は
成
立
に
至
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
二
〇
一
八
年
か
ら
二
〇
二

二
年
の
計
画
及
び
司
法
の
改
革
に
関
す
る
二
〇
一
九
年
三
月
二
三
日

の
法
律
第
二
〇
一
九
―
二
二
二
号（

２
）に

よ
っ
て
、
犯
罪
少
年
に
関
す
る

一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
四
五
―
一
七
四
号（

３
）を

改

正
す
る
権
限
が
付
与
さ
れ
た
政
府
が
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
法
律
の

部
を
含
む
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九

―
九
五
〇
号（

４
）を

作
成
し
、
そ
れ
を
議
会
が
追
認
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
本
資
料
は
、
そ

の
追
認
法
で
あ
る
。

　

当
初
、
同
法
典
の
施
行
は
、
二
〇
二
一
年
三
月
三
一
日
が
予
定
さ

れ
て
い
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
も
あ
り
、

追
認
法
の
成
立
が
ず
れ
込
み
、
二
〇
二
一
年
九
月
三
〇
日
と
な
っ
て
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い
る
。

　

本
法
律
は
、
上
記
二
〇
一
九
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
で
示
さ
れ
た
少
年

刑
事
司
法
法
典
の
内
容
を
追
認
す
る
も
の
で
、
字
句
の
修
正
が
主
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
部
で
は
、
少
年
司
法
の
根
幹
に
関
わ
る

よ
う
な
修
正
も
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
第

Ｌ
．
一
一
―
一
条
に
「
行
為
を
理
解
し
、
か
つ
、
そ
れ
を
意
欲
し
た

少
年
で
あ
り
、
自
ら
が
対
象
と
な
る
刑
事
手
続
の
意
味
を
理
解
す
る

能
力
の
あ
る
少
年
は
、
弁
識
能
力
を
有
し
て
い
る
」
と
す
る
項
を
追

加
す
る
第
四
条
は
、
従
来
の
行
為
時
を
基
準
と
し
た
責
任
能
力
の
理

解
に
変
容
を
迫
る
可
能
性
も
含
ん
で
い
る
。

　

こ
の
点
も
含
め
て
、
二
〇
二
一
年
九
月
三
〇
日
の
本
法
典
の
施
行

以
降
、
少
年
刑
事
司
法
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
の
か
注
意
深
く

見
守
っ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

以
下
、
本
法
典
を
翻
訳
し
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
翻
訳
に
当
た
っ

て
は
、
井
上
宜
裕
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授
）、
及
び
、

大
貝
葵
（
金
沢
大
学
人
間
社
会
研
究
域
法
学
系
准
教
授
）
が
共
同
し

て
行
い
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
で
逐
語
的
に
再
検
討
し
つ

つ
、
全
体
の
訳
語
や
表
現
の
統
一
を
図
っ
た
。

�

（
井
上
宜
裕
）

少
年
刑
事
司
法
法
典
法
律
の
部
を
含
む
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の

オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―
九
五
〇
号
を
追
認
す
る
二
〇
二
一
年

二
月
二
六
日
の
法
律
第
二
〇
二
一
―
二
一
八
号

　

共
和
国
大
統
領
は
、
下
院
及
び
上
院
が
採
択
し
た
以
下
の
内
容
の

法
律
を
審
署
す
る
。

第
一
条

　

少
年
刑
事
司
法
法
典
法
律
の
部
を
含
む
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日

の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―
九
五
〇
号
は
追
認
さ
れ
る
。

第
二
条

　

少
年
刑
事
司
法
法
典
法
律
の
部
を
含
む
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日

の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―
九
五
〇
号
第
九
条
末
尾
の
日
付

「
二
〇
二
一
年
三
月
三
一
日
」
は
「
二
〇
二
一
年
九
月
三
〇
日
」
に

置
き
換
え
ら
れ
る
。

第
三
条

　

上
記
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―

九
五
〇
号
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
前
文
に
お

い
て
、「
考
慮
し
（com

pte

）」
の
語
の
後
に
、「
彼
ら
の
最
善
の
利
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益
の
た
め
に
（,dans�leur�intérêt�superieur

）」
と
い
う
語
が

挿
入
さ
れ
る
。

第
四
条

　

上
記
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―

九
五
〇
号
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
第
Ｌ
．
一

一
―
一
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
項
に
よ
り
補
完
さ
れ

る
。

　
「
行
為
を
理
解
し
、
か
つ
、
そ
れ
を
意
欲
し
た
少
年
で
あ
り
、
自

ら
が
対
象
と
な
る
刑
事
手
続
の
意
味
を
理
解
す
る
能
力
の
あ
る
少
年

は
、
弁
識
能
力
を
有
し
て
い
る
」。

第
五
条

　

上
記
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―

九
五
〇
号
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
第
Ｌ
．
一

二
―
一
条
第
三
号
の
後
に
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
三
号
の
二

が
挿
入
さ
れ
る
。

「
三
の
二　

少
年
に
関
す
る
事
件
を
専
門
的
に
引
き
受
け
る
自
由
と

拘
禁
判
事
」

（88－3－19）

第
六
条

　

上
記
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―

九
五
〇
号
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
序
編
は
、

以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

一　

第
Ｌ
．
一
二
―
四
条
第
二
項
に
お
い
て
、「
そ
れ
を
行
う

（l'effectue

）」
と
い
う
語
は
、「
当
該
選
任
を
行
う
（effectue�ce�

choix

）」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

二　

第
Ｌ
．
一
三
―
一
条
第
一
項
に
お
い
て
、「
規
則

（réglem
entaires

）
」
の
語
の
後
に
、「
に
関
す
る
（en�

m
atière

）」
と
い
う
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

第
七
条

　

上
記
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―

九
五
〇
号
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
第
一
部
第

一
編
は
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

一　

第
Ｌ
．
一
一
一
―
一
条
第
一
項
に
お
い
て
、「
少
年

（m
ineur

）
」
の
語
は
、「
児
童
ま
た
は
青
年
（enfant�ou�

adolescent

）」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

二　

第
Ｌ
．
一
一
一
―
三
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

a）　

二
番
目
の
「
一
つ
の
（une

）」
と
い
う
語
の
後
、
第
一
項

の
末
尾
は
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
。「
刑
罰
。（peine.

）」
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b）　

第
一
号
及
び
第
二
号
は
、
廃
止
さ
れ
る
。

　

三　

第
Ｌ
．
一
一
二
―
二
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

a）　

第
一
項
第
二
文
の
「
そ
の
（l'

）」
と
い
う
語
は
、
削
除
さ

れ
る
。

　

b）　

第
七
号
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

―
「
二
三
（vingt-trois

）」
と
い
う
語
は
、「
二
二
」
と
い
う
数

字
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

―
最
初
の
「
六
（six
）」
と
い
う
語
は
、「
六
」
と
い
う
数
字
に

置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

四　

第
Ｌ
．
一
一
二
―
三
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

a）　

第
一
項
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

―
第
一
文
に
お
い
て
、「
第
Ｌ
．
一
一
二
―
二
条
（
Ｌ
．
一
一
二

―
二
）」
の
参
照
の
後
に
、「
並
び
に
、
同
第
Ｌ
．
一
一
二
―
二
条
第

五
号
乃
至
第
九
号
に
挙
げ
ら
れ
る
義
務
及
び
禁
止
（et�les�

obligations�et�interdictions�m
entionnées�aux

5

°à
9

°du�
m
êm

e�article�L.112-2

）」
と
い
う
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

―
第
二
文
は
、
削
除
さ
れ
る
。

　

b）　

第
二
項
は
、
削
除
さ
れ
る
。

　

五　

第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
〇
条
第
一
項
に
お
い
て
、「
コ
ン
セ
イ

ユ
（conseil

）」
と
い
う
語
は
、「
コ
ン
セ
イ
ユ
（Conseil

）」
と
い

う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

六　

第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
四
条
第
一
号
末
尾
に
お
い
て
、「
並
び

に
児
童
社
会
扶
助
局
に
お
い
て
（ainsi�qu'au�service�de�l'aide�

sociale�à�l'enfance

）」
と
い
う
語
は
、
削
除
さ
れ
る
。

　

七　

第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
五
条
第
三
項
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正

さ
れ
る
。

　

a）　
「
，
」
の
記
号
は
、「
及
び
（et

）」
の
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

b）　
「
期
間
（durée

）」
の
語
の
後
に
、「
，
」
の
記
号
が
挿
入
さ

れ
る
。

　

c）　
「
年
（an

）」
の
語
の
後
に
、「
，
」
の
記
号
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

d）　

最
初
の
「
及
び
（et

）」
と
い
う
語
は
、「
及
び
（ainsi�

que

）」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

八　

第
Ｌ
．
一
一
三
―
二
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

a）　

第
一
項
に
お
い
て
、「
子
の
監
護
権
を
有
し
て
い
た
（qui�

en�avait�la�garde

）」
と
い
う
語
は
、「
子
が
委
託
さ
れ
た
（à�

laquelle�il�était�confié

）」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

b）　

最
終
項
は
、「
公
的
（public

）」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
補
完

さ
れ
る
。

　

九　

第
三
章
第
二
節
は
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
第
Ｌ
．
一

一
三
―
八
条
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。

　
「
第
Ｌ
．
一
一
三
―
八
条
―
少
年
司
法
保
護
局
の
公
的
部
門
に
属

し
ま
た
は
少
年
司
法
保
護
局
か
ら
認
可
さ
れ
た
施
設
に
少
年
が
入
所

（法政研究�88－3－20）
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す
る
た
び
に
、
施
設
長
、
ま
た
は
、
施
設
長
に
よ
り
特
別
に
任
命
さ

れ
た
施
設
職
員
は
、
禁
止
さ
れ
た
物
も
し
く
は
物
質
ま
た
は
人
身
の

安
全
も
し
く
は
財
産
に
対
す
る
脅
威
を
生
じ
さ
せ
る
物
も
し
く
は
物

質
の
施
設
内
へ
の
持
ち
込
み
を
防
止
す
る
た
め
、
少
年
の
検
査

（contorôle�visuel

）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
施
設
に

お
い
て
、
同
職
員
は
、
同
様
の
目
的
で
、
少
年
が
滞
在
す
る
個
室
の

検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
検
査
は
、
少
年
の
立
ち
合
い
の

も
と
で
行
わ
れ
る
が
、
少
年
が
施
設
内
に
い
な
い
場
合
に
は
こ
の
限

り
で
は
な
い
。
当
該
検
査
の
実
施
態
様
は
、
こ
の
た
め
当
該
施
設
に

よ
り
記
録
簿
に
記
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
措
置
は
、
個

人
の
尊
厳
を
尊
重
し
た
上
で
、
か
つ
、
必
要
性
及
び
比
例
性
の
原
則

に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
。」

第
八
条

　

上
記
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―

九
五
〇
号
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
第
Ｌ
．
一

一
三
―
七
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
二
つ
の
項
に
よ
り
補

完
さ
れ
る
。

　
「
収
容
決
定
の
後
、
少
年
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
場
所
が
、
七

日
間
を
超
え
て
空
い
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
少
年
を
受
入
れ
て
い

る
施
設
は
、
当
該
決
定
の
執
行
の
任
を
負
う
裁
判
官
に
対
し
て
、
特

別
に
理
由
を
付
し
た
解
除
請
求
を
付
託
し
、
当
該
裁
判
官
は
、
遅
滞

な
く
裁
定
を
下
す
。

　
「
文
化
的
及
び
社
会
文
化
的
活
動
は
、
第
一
項
に
示
さ
れ
る
施
設

内
で
編
成
さ
れ
る
。
当
該
活
動
は
、
と
り
わ
け
、
閉
鎖
型
教
育
セ
ン

タ
ー
に
収
容
さ
れ
て
い
る
少
年
の
表
現
方
法
、
知
識
及
び
能
力
の
発

達
を
目
的
と
し
て
い
る
。
本
項
の
適
用
態
様
は
、
デ
ク
レ
で
こ
れ
を

定
め
る
。」

第
九
条

　

上
記
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―

九
五
〇
号
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
第
一
部
第

二
編
は
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

一　

第
Ｌ
．
一
二
一
―
一
条
第
二
号
末
尾
に
お
い
て
、「
日
数
罰

金
（jour�am

ende

）」
の
語
は
、「
日
数
罰
金
（jours-am

ende

）」

に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

二　

第
Ｌ
．
一
二
一
―
二
条
に
お
い
て
、「
一
三
二
―
六
五
」
の

参
照
は
、「
一
三
二
―
六
二
」
の
参
照
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

三　

第
Ｌ
．
一
二
一
―
三
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

a）　

第
二
号
の
後
に
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
第
三
号
が
挿

入
さ
れ
る
。

　
「
三　

刑
法
典
第
一
三
一
―
一
六
条
に
列
挙
さ
れ
る
補
充
刑
の
一

（88－3－21）
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つ
。」

　

b）　

最
終
項
は
、
削
除
さ
れ
る
。

　

四　

第
Ｌ
．
一
二
二
―
一
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

a）　

第
一
項
に
お
い
て
、「
一
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満
（de�seize�

à�dix-huit
）」
と
い
う
語
は
、「
一
六
歳
以
上
（d'au�m

oins�
seize

）」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

b）　

第
二
項
に
お
い
て
、「
第
四
の
（quatrièm

e

）」
と
い
う
語

は
、「
最
終
の
（dernier
）」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

c）　

最
終
項
に
お
い
て
、「
こ
れ
ら
の
諸
規
定
の
（de�ces�

dispositions

）
」
と
い
う
語
は
、「
本
条
の
（du�présent�

article

）」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

五　

第
Ｌ
．
一
二
二
―
二
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

a）　

第
三
号
に
お
い
て
、「
遵
守
す
る
こ
と
（Respecter

）」
と

い
う
語
の
後
に
、「
、（,

）」
の
記
号
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

b）　

最
終
項
第
一
文
に
お
い
て
、「
第
三
号
」
と
い
う
参
照
の
後

に
、「
本
条
の
（du�présent�article

）」
と
い
う
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

c）　

同
最
終
項
第
二
文
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

―
冒
頭
に
お
い
て
、「
～
の
場
合
（Lorsque

）」
と
い
う
語
が
削

除
さ
れ
る
。

　

―
「
少
年
に
対
し
て
言
い
渡
さ
れ
た
、
当
該
収
容
（a�été�

prononcée�à�l'égard�d'un�m
ineur,�ce�placem

ent

）」
と
い
う

語
は
削
除
さ
れ
る
。

　

六　

第
Ｌ
．
一
二
二
―
三
条
第
一
項
は
、「
、
第
三
号
を
除
き
（,�

l'exception�du
3

°
）」
と
い
う
語
に
よ
り
補
完
さ
れ
る
。

　

七　

第
Ｌ
．
一
二
二
―
六
条
第
二
項
に
お
い
て
、「
彼
ら
が
少
年

の
監
護
権
を
行
使
す
る
場
合
（s'ils�exercent�la�garde�du�

m
ineur

）」
と
い
う
語
は
、「
少
年
が
そ
の
居
宅
に
い
る
（chez�

lesquels�le�m
ineur�réside

）」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

八　

第
Ｌ
．
一
二
三
―
二
条
は
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

a）　

第
一
項
に
お
い
て
、「
な
る
（font

）」
と
い
う
語
は
「
な
る

（fait

）」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

b）　

最
終
項
に
お
い
て
、「
第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
六
条
の
（de�

l'article�L.�521-6

）」
と
い
う
参
照
は
、「
第
Ｌ
．
四
二
三
―
四
条
第

三
項
で
定
め
ら
れ
る
（prévues�au�troisièm

e�alinéa�de�
l'article�L.�423-4

）」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

（
九
）　

第
Ｌ
．
一
二
四
―
一
条
に
お
い
て
、
三
番
目
の
「
少
年

（m
ineurs

）」
と
い
う
語
は
、「
女
子
少
年
（m

ineures

）」
と
い
う

語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

第
一
〇
条

　

上
記
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―

九
五
〇
号
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
第
二
部

（法政研究�88－3－22）
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は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

一　

第
Ｌ
．
二
二
一
―
一
条
の
冒
頭
に
お
い
て
、「Lorsq'

」
の

語
は
、「Lorsque

」
の
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

二　

第
Ｌ
．
二
三
一
―
一
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

a）　

一
号
に
お
い
て
、「
親
ま
た
は
（parents�ou

）」
の
語
は
、

削
除
さ
れ
る
。

　

b）　

二
号
に
お
い
て
、「
彼
（il

）」
は
、「
少
年
（le�m

ineur

）」

の
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

三　

第
Ｌ
．
二
三
一
―
八
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

a）　

第
二
項
に
お
い
て
、「
裁
判
機
関
（jurisdiction

）」
と
い
う

語
の
後
、「
、（,

）」
の
記
号
は
、
削
除
さ
れ
る
。

　

b）　

後
ろ
か
ら
二
番
目
の
項
は
、「
重
罪
法
院
（d'assises

）」
と

い
う
語
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。

　

四　

第
Ｌ
．
二
三
一
―
九
条
第
一
号
に
お
い
て
、「
少
な
く
と
も

～
の
（d'au�m

oins

）」
と
い
う
語
は
、「
～
の
（de

）」
に
置
き
換

え
ら
れ
る
。

第
一
一
条

　

上
記
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―

九
五
〇
号
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
第
Ｌ
．
二

三
一
―
六
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
第
三
号
に
よ
っ
て
補

完
さ
れ
る
。

　
「
三　

司
法
上
の
予
審
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
場
合
を
除
き
、
勾
留

に
関
し
少
年
に
対
し
て
下
さ
れ
る
自
由
と
拘
禁
判
事
の
決
定
。」

第
一
二
条

　

上
記
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―

九
五
〇
号
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
第
三
部

は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

一　

第
Ｌ
．
三
一
一
―
五
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

a）　

第
二
項
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

―
「
～
な
い
（pas

）」
の
語
の
後
に
、「
召
喚
に
（à�la�

convocation

）」
と
い
う
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

―
「
係
属
す
る
（saisie

）」
の
語
は
、「
係
属
す
る
（saisi

）」
の

語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

b）　

第
三
項
に
お
い
て
、「
彼
が
～
の
場
合
（s'il

）」
と
い
う
語
は
、

「
法
定
代
理
人
が
～
の
場
合
（si�les�représentants�légaux

）」

と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

二　

第
Ｌ
．
三
二
二
―
八
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

a）　

第
一
項
に
お
い
て
、「
～
に
際
し
～
の
場
合
（,�lorsqu'à

）」

と
い
う
語
は
、「
～
に
際
し
、
～
の
場
合
（lorsque,�à

）」
に
置
き

換
え
ら
れ
る
。

（88－3－23）
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b）　

第
二
項
に
お
い
て
、「
そ
れ
は
（qu'il

）」
と
い
う
語
は
、「
後

者
は
（celui-ci

）」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

c）　

最
終
項
の
前
に
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
項
が
挿
入
さ

れ
る
。

　
「
こ
の
書
類
は
、
デ
ジ
タ
ル
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
も
と
で
の
利
用
が

可
能
で
あ
る
。」

　

三　

第
Ｌ
．
三
二
二
―
九
条
第
一
号
に
お
い
て
、「
彼
（il

）」
と

い
う
語
は
、「
後
者
（
＝
少
年
）（ce�dernier

）」
と
い
う
語
に
置

き
換
え
ら
れ
る
。

　

四　

第
Ｌ
．
三
二
二
―
一
〇
条
第
二
号
に
お
い
て
、
最
初
の
「
、

（,

）」
の
記
号
は
、「
、（;

）」
の
記
号
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

五　

同
第
Ｌ
．
三
二
二
―
一
〇
条
第
四
号
は
、「
及
び
少
年
に
関

す
る
司
法
上
の
措
置
を
委
託
さ
れ
た
認
可
を
受
け
た
民
間
部
門
」
と

い
う
語
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。

　

六　
「
鑑
定
人
（expert

）」
の
語
以
降
、
同
第
Ｌ
．
三
二
二
―

一
〇
条
第
五
号
の
末
尾
は
削
除
さ
れ
る
。

　

七　

第
Ｌ
．
三
二
三
―
一
条
最
終
項
は
、「
少
年
が
成
人
に
達
す

る
ま
で
（jusqu'a�sa�m

ajorité

）」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
補
完
さ

れ
る
。

　

八　

第
Ｌ
．
三
二
三
―
二
条
最
終
項
末
尾
に
お
い
て
、「
解
除

（m
ain-levée

）」
の
語
は
、「
解
除
（m

ainlevée

）」
の
語
に
置
き

換
え
ら
れ
る
。

　

九　

第
Ｌ
．
三
三
一
―
四
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
項

に
よ
り
補
完
さ
れ
る
。

　
「
軽
罪
に
関
し
て
、
裁
判
機
関
は
、
一
六
歳
以
上
の
少
年
を
司
法

統
制
処
分
に
付
す
こ
と
を
検
討
す
る
場
合
、
検
察
官
の
請
求
を
要
請

す
る
。」

　

一
〇　

第
Ｌ
．
三
三
一
―
五
条
に
お
い
て
、「
挙
手
（m

ain�
levée

）」
と
い
う
語
は
、「
解
除
（m

ainlevée

）」
と
い
う
語
に
置

き
換
え
ら
れ
る
。

　

一
一　

第
Ｌ
．
三
三
一
―
七
条
第
一
項
に
お
い
て
、「
第
Ｌ
．
三

三
一
―
二
条
」
の
参
照
の
後
に
、「
本
法
典
の
（du�présent�

code

）」
と
い
う
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

一
二　

第
Ｌ
．
三
三
三
―
一
条
第
二
項
は
、「
本
法
典
の
（du�

présent�code

）」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。

　

一
三　

第
Ｌ
．
三
三
四
―
三
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

a）　

第
一
項
に
お
い
て
、「
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
（peut�

prononcer

）」
と
い
う
語
は
、「
言
い
渡
す
（pronounce

）」
と
い

う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

b）　

第
二
項
は
、
削
除
さ
れ
る
。

　

一
四　

第
三
編
第
四
章
は
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
第
Ｌ
．

三
三
四
―
六
条
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。

（法政研究�88－3－24）
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「
第
Ｌ
．
三
三
四
―
六
条　

刑
事
訴
訟
法
典
第
七
〇
六
―
七
一
条

の
例
外
と
し
て
、
少
年
の
勾
留
ま
た
は
勾
留
の
延
長
に
関
し
て
裁
定

を
下
す
に
際
し
、
公
の
秩
序
の
壊
乱
ま
た
は
逃
走
の
重
大
な
危
険
を

理
由
に
少
年
の
移
送
が
回
避
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
料
さ
れ

る
場
合
を
除
い
て
、
視
聴
覚
通
信
手
段
に
よ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

第
一
三
条

　

上
記
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―

九
五
〇
号
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
第
Ｌ
．
三

一
一
―
五
条
第
二
項
に
お
い
て
、
二
回
目
の
「
ま
た
は
（ou

）」
の

語
は
、「
及
び
（et

）」
の
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

�

（
大
貝
葵
）

第
一
四
条

　

上
記
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―

九
五
〇
号
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
第
四
部

は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

一　
「
職
権
（offi

ce

）」
の
語
以
降
、
第
Ｌ
．
四
一
二
―
二
条
第

一
項
第
二
文
の
末
尾
は
削
除
さ
れ
る
。

　

二　

第
Ｌ
．
四
二
二
―
一
条
に
お
い
て
、「
少
年
（m

ineur

）」

の
語
の
後
に
、「
及
び
、
そ
の
法
定
代
理
人
に
（et�à�ses�

représentants�légaux

）」
の
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

三　

第
Ｌ
．
四
二
二
―
二
条
第
一
項
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ

れ
る
。

　

a）　
「
少
年
に
対
す
る
訴
追
代
替
措
置
に
関
す
る
刑
事
訴
訟
法
典
第

四
一
―
一
条
の
（de�l'article�41-1�du�code�de�procédure�pénale�

relatif�aux�alternatives�aux�poursuites�à�l'égard�d'un�
m
ineur

）」
と
い
う
語
は
、「
少
年
に
対
し
て
、
訴
追
代
替
措
置
に
関

す
る
刑
事
訴
訟
法
典
第
四
一
―
一
条
の
（à�l'égard�d'un�m

ineur,�
de�l'article�41-1�du�code�de�procédure�pénale�relatif�aux�
alternatives�aux�poursuites

）」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

b）　
「
そ
の
法
定
代
理
人
（ses�représentants�légaux

）」
の

語
は
、「
少
年
の
法
定
代
理
人
（les�représentants�légaux�du�

m
ineur

）」
の
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

四　

第
Ｌ
．
四
二
二
―
四
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

a）　

第
一
項
乃
至
第
三
項
に
お
い
て
、「
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（doit�être

）」
の
語
は
、「
さ
れ
る
（est

）」
の
語
に
置
き
換
え

ら
れ
る
。

　

b）　

第
二
項
に
お
い
て
、「
獲
得
す
る
（obtenir

）」
の
語
は
、「
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（doit�recueillir

）」
の
語
に
置
き
換
え
ら
れ

る
。

　

c）　

最
終
項
に
お
い
て
、
二
回
目
の
「
～
に
（à

）」
の
後
に
、

（88－3－25）
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不
定
冠
詞
「
あ
る
（une

）」
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

五　

第
Ｌ
．
四
二
三
―
三
条
に
お
い
て
、「
少
年
に
対
す
る
重
罪

に
関
し
て
（en�m

atière�de�crim
e�contre�les�m

ineurs

）」
と

い
う
語
は
、「
重
罪
に
関
し
て
、
少
年
に
対
し
（contre�les�

m
ineurs�en�m

atière�de�crim
e

）」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ

る
。

　

六　

第
Ｌ
．
四
二
三
―
六
条
最
終
項
第
一
文
に
お
い
て
、「
第
四

項
乃
至
第
六
項
に
（aux�alinéas4�à6

）」
と
い
う
参
照
は
、「
第

三
号
、
並
び
に
、
第
五
項
及
び
第
六
項
に
（au

3

°�et�aux�
cinquièm

e�et�sixièm
e�alinéas

）」
と
い
う
参
照
に
置
き
換
え
ら

れ
る
。

　

七　

第
Ｌ
．
四
二
三
―
八
条
第
六
項
に
お
い
て
、「
三
項
の
（de�

l'alinéa3

）」
の
語
は
、「
第
三
項
の
（du�troisièm

e�alinéa

）」
の

語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

八　

第
四
二
三
―
九
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

a）　

第
一
項
の
末
尾
に
お
い
て
、「
以
下
の
請
求
に
基
づ
き
裁
定

を
下
さ
れ
る
た
め
に
少
年
係
判
事
の
面
前
に
（le�juge�des�

enfants�afin�qu'il�soit�statué�sur�ses�réquisitions�
tendant

）」
と
い
う
語
は
削
除
さ
れ
る
。

　

b）　

同
第
一
項
の
後
に
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
項
が
挿
入

さ
れ
る
。

　
「
一　

以
下
の
請
求
に
基
づ
き
裁
定
を
下
さ
れ
る
た
め
、
少
年
係

判
事
（Le�juge�des�enfants�afin�qu'il�soit�statué�sur�ses�

réquisitions�tendant

：
）」

　

c）　

第
一
号
の
冒
頭
に
お
い
て
、
項
目
表
記
「
一
（1

°
）」
は
、

項
目
表
記
「
a）
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

d）　

第
二
号
の
冒
頭
に
お
い
て
、
項
目
表
記
「
二
（2

°
）」
は
、

項
目
表
記
「
b）
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

e）　

第
三
号
の
冒
頭
に
お
い
て
、
項
目
表
記
「
三
（3

°
）」
は
、

項
目
表
記
「
c）
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

f）　

第
四
号
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

―
冒
頭
に
お
い
て
、
項
目
表
記
「
四
（4

°
）」
は
、
項
目
表
記
「
二

（2

°
）」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

―
第
一
文
は
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
。「
一
六
歳
以
上
の

少
年
に
つ
い
て
、
第
Ｌ
．
四
二
三
―
四
条
第
三
項
の
適
用
に
よ
り
、

即
日
判
決
の
た
め
に
少
年
裁
判
所
に
事
件
が
係
属
さ
れ
る
場
合
、
第

Ｌ
．
三
三
四
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
三
三
四
―
五
条
に
定
め
ら
れ
る
条

件
に
お
い
て
、
審
理
ま
で
の
間
、
少
年
の
勾
留
に
関
す
る
請
求
に
基

づ
き
裁
定
を
下
さ
れ
る
た
め
、
自
由
と
拘
禁
判
事
」。

　

g）　

同
第
四
号
の
後
に
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
項
が
挿
入

さ
れ
る
。

　
「
共
和
国
検
事
は
、
自
由
と
拘
禁
判
事
が
少
年
の
人
格
に
関
す
る

（法政研究�88－3－26）
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あ
ら
ゆ
る
有
益
な
デ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
で
き
、
必
要
な
場
合
、
所
定

の
手
続
を
達
成
で
き
る
よ
う
に
、
遅
滞
な
く
、
少
年
係
判
事
に
通
知

す
る
。」

　

h）　

第
六
項
第
一
文
及
び
最
終
文
に
お
い
て
、「
子
ど
も

（enfants

）」
の
語
の
後
に
、「
ま
た
は
、
自
由
と
拘
禁
判
事
（ou�le�

juge�des�libertés�et�de�la�détention

）」
の
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

i）　

同
第
六
項
最
終
文
に
お
い
て
、「
少
年
の
親
、
そ
の
法
定
代

理
人
（parents�du�m

ineur,�ses�représentants�légaux

）」
の

語
は
、「
少
年
の
法
定
代
理
人
（représentants�légaux�du�

m
ineur

）」
の
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

j）　

最
後
か
ら
二
番
目
の
項
に
お
い
て
、「
一
号
及
び
二
号
（1

°�
et�2

°
）」
の
参
照
は
、「
一
号
の
ａ
及
び
ｂ
（a�et�b�du�1

°
）」
の

参
照
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

k）　

最
終
項
は
、「
及
び
自
由
と
拘
禁
判
事
の
（et�du�juge�des�

libertés�et�de�la�détention

）」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ

る
。

　

九　

第
Ｌ
．
四
二
三
―
一
〇
条
に
お
い
て
、「
第
Ｌ
．
四
二
三
―

九
条
」
の
参
照
の
後
、「
ま
た
は
、
同
じ
目
的
で
自
由
と
拘
禁
判
事

へ
の
係
属
を
通
知
さ
れ
た
（ou�avisé�de�la�saisine�du�juge�

des�libertés�et�de�la�détention�aux�m
êm

es�fins

）」
と
い
う

語
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

一
〇　

第
Ｌ
．
四
二
三
―
一
一
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ

る
。

　

a）　

第
一
文
に
お
い
て
、「
挙
手
（m

ain�levée

）」
の
語
は
、「
解

除
（m

ainlevée

）」
の
語
に
よ
っ
て
、「
修
正
ま
た
は
取
消
（la�
m
odification�ou�la�révocation

）」の
語
は
、「
ま
た
は
、
修
正（ou�

la�m
odification

）」
の
語
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

b）　

第
二
文
乃
至
最
終
文
は
、
削
除
さ
れ
る
。

　

c）　

以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
二
つ
の
項
が
付
け
加
わ
る
。

　
「
少
年
係
判
事
は
、
少
年
が
司
法
統
制
処
分
ま
た
は
電
子
監
視
付

居
住
指
定
の
義
務
を
遵
守
し
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
際
、
第

Ｌ
．
三
三
四
―
四
条
ま
た
は
第
Ｌ
．
三
三
四
―
五
条
に
定
め
ら
れ
る

条
件
が
充
足
さ
れ
る
場
合
、
請
求
の
た
め
に
共
和
国
検
事
に
一
件
書

類
を
送
付
し
、
司
法
統
制
処
分
ま
た
は
電
子
監
視
付
居
住
指
定
措
置

を
取
り
消
し
、
少
年
を
勾
留
に
付
す
た
め
に
自
由
と
拘
禁
判
事
に
事

件
を
係
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。」

　
「
勾
留
に
付
さ
れ
る
少
年
ま
た
は
そ
の
弁
護
人
は
、
常
時
、
少
年

の
釈
放
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
請
求
は
、
自
由
と
拘
禁

判
事
に
対
し
て
な
さ
れ
、
自
由
と
拘
禁
判
事
は
、
請
求
の
た
め
に
直

ち
に
共
和
国
検
事
に
一
件
書
類
を
送
付
し
、
少
年
の
人
格
及
び
少
年

の
状
況
の
推
移
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
有
益
な
デ
ー
タ
を
少
年
係
判
事

に
請
求
す
る
。
自
由
と
拘
禁
判
事
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
一
四
八
条

（88－3－27）
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第
三
項
及
び
最
後
か
ら
二
番
目
の
項
に
定
め
ら
れ
る
条
件
に
お
い

て
、
共
和
国
検
事
に
送
付
後
、
五
日
以
内
に
裁
定
を
下
す
。」

　

一
一　

第
Ｌ
．
四
二
三
―
一
二
条
に
お
い
て
、「（
開
催
）
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い（doit�avoir

）」の
語
は
、「（
開
催
）さ
れ
る（a

）」

と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

一
二　

第
Ｌ
．
四
二
三
―
一
三
条
第
一
項
に
お
い
て
、「
子
ど
も

（enfants

）」
の
語
の
後
に
、「
ま
た
は
、
自
由
と
拘
禁
判
事
（ou�le�

juge�des�libertés�et�de�la�détention

）」
の
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

一
三　

第
Ｌ
．
四
三
一
―
二
条
に
お
い
て
、「
召
喚
さ
れ
る

（convoqués

）」
の
語
の
後
に
、「
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
て
（par�

tout�m
oyen

）」
の
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

一
四　

第
Ｌ
．
四
三
二
―
二
条
第
一
項
第
一
文
に
お
い
て
、「
第

四
（quatrièm

e

）」
の
語
は
、「
最
終
（dernier
）」
の
語
に
、「
第

二
（deuxièm

e

）」
の
語
は
、「
第
二
（second

）」
の
語
に
よ
っ

て
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

一
五　

第
Ｌ
．
四
三
三
―
三
条
第
二
号
第
二
文
に
お
い
て
、
最
初

の
「
上
述
の
（précité

）」
と
い
う
語
は
、「
刑
事
訴
訟
法
典
の
（du�

code�de�procédure�pénale

）」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
、

最
後
に
、
二
番
目
の
「
上
述
の
（précité

）」
と
い
う
語
は
、「
同

法
典
の
（du�m

êm
e�code

）」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

一
六　

第
Ｌ
．
四
三
四
―
四
条
に
お
い
て
、「
親
ま
た
は（parents�

ou

）」
の
語
は
、
削
除
さ
れ
る
。

　

一
七　

第
Ｌ
．
四
三
五
―
一
条
に
お
い
て
、「
予
審
（exam

en

）」

の
語
の
後
に
、「
ま
た
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
一
人
（ou�l'un�de�

ses�représentants�légaux

）」
の
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

一
八　

第
Ｌ
．
四
三
五
―
二
条
に
お
い
て
、「
少
年
（m

ineur

）」

の
語
の
後
に
、「
ま
た
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
一
人
（ou�l'un�de�

ses�représentants�légaux

）」
の
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

第
一
五
条

　

上
記
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―

九
五
〇
号
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
第
五
部

は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

一　

第
Ｌ
．
五
一
一
―
二
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
項

に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。

　
「
少
年
係
判
事
、
少
年
裁
判
所
裁
判
長
及
び
違
警
罪
裁
判
所
裁
判

長
は
、
同
様
に
、
少
年
の
個
人
的
な
状
況
の
調
査
に
際
し
、
他
の
当

事
者
に
対
し
て
、
弁
護
人
を
在
廷
さ
せ
た
ま
ま
、
退
廷
を
命
じ
る
こ

と
が
で
き
る
。」

　

二　

第
Ｌ
．
五
一
二
―
三
条
最
終
項
最
終
文
に
お
い
て
、「
第
Ｌ
．

五
一
三
―
四
条
」
の
参
照
の
後
に
、「
本
法
典
の
（du�présent�

code

）」
と
い
う
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

（法政研究�88－3－28）
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三　

第
Ｌ
．
五
一
三
―
四
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

a）　

第
二
項
に
お
い
て
、「
記
録
（com

pte-rendu

）」
の
語
は
、

「
記
録
（com

pte�rendu

）」
の
語
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

b）　

第
四
項
に
お
い
て
、「（
虚
字
の
）ne

」
の
語
は
、
削
除
さ
れ

る
。

　

c）　

最
後
か
ら
二
番
目
の
項
第
一
文
に
お
い
て
、「
第
四

（quatrièm
e

）」
の
語
は
、「
第
五
（cinquièm

e

）」
の
語
に
置
き

換
え
ら
れ
る
。

　

四　

第
Ｌ
．
五
二
一
―
九
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
項

に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。

　
「
教
育
的
措
置
の
実
施
日
は
、
審
理
の
後
、
当
事
者
に
通
知
さ
れ

る
。」

　

五　

第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
〇
条
に
お
い
て
、「
宣
告
さ
れ
た

（prononcé

）」
の
語
は
、「
ま
た
は
宣
告
さ
れ
た
電
子
監
視
付
居
住

指
定
（ou�de�l'assignation�à�résidence�avec�surveillance�

électronique�prononcés

）」
の
語
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

六　

第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
六
条
第
二
項
第
一
文
に
お
い
て
、「
司

法
上
の
（judiciaire

）」
と
い
う
語
の
後
に
、「
ま
た
は
電
子
監
視

付
居
住
指
定
（ou�d'une�assignation�à�résidence�avec�

surveillance�électronique

）」
の
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

七　

第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
七
条
第
一
項
に
お
い
て
、「
親
ま
た
は

（parents�ou

）」
と
い
う
語
は
、
削
除
さ
れ
る
。

　

八　

第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
八
条
第
二
項
及
び
第
Ｌ
．
五
二
一
―
一

九
条
第
一
項
の
第
一
文
に
お
い
て
、「
第
二
（second

）」
の
語
は
、

「
第
二
（deuxièm

e

）」
の
語
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

九　

第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
一
条
第
一
項
に
お
い
て
、
最
初
の
「
司

法
上
の
（judiciaire

）」
と
い
う
語
の
後
に
、「
ま
た
は
宣
告
さ
れ

た
電
子
監
視
付
居
住
指
定
（ou�de�l'assignation�à�résidence�

avec�surveillance�électronique

）」
の
語
が
、
二
つ
目
の
「
司

法
上
の
（judiciaire

）」
と
い
う
語
の
後
に
、「
ま
た
は
宣
告
さ
れ

た
電
子
監
視
付
居
住
指
定
（ou�d'assignation�à�résidence�avec�

surveillance�électronique

）」
の
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

一
〇　

第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
二
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ

る
。

　

a）　

第
一
項
に
お
い
て
、「
司
法
上
の
（judiciaire

）」
と
い
う

語
の
後
に
、「
ま
た
は
宣
告
さ
れ
た
電
子
監
視
付
居
住
指
定
（ou�de�

l'assignation�à�résidence�avec�surveillance�électronique

）」

の
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

b）　

第
二
項
に
お
い
て
、「
司
法
上
の
（judiciaire

）」
と
い
う

語
の
後
に
、「
ま
た
は
宣
告
さ
れ
た
電
子
監
視
付
居
住
指
定
（ou�

d'assignation�à�résidence�avec�surveillance�
électronique

）」
の
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

（88－3－29）
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一
一　

第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
三
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ

る
。

　

a）　

第
一
項
第
二
文
の
末
尾
に
お
い
て
、「
請
求
（réquisition

）」

の
語
は
、「
請
求
（réquisitions

）」
の
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

b）　

第
二
項
第
一
文
に
お
い
て
、
最
初
の
「
～
に
よ
っ
て
（par

）」

の
語
は
、「
～
に
つ
い
て
（pour

）」
の
語
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ

る
。

　

一
二　

第
Ｌ
．
五
三
一
―
三
条
最
終
項
第
二
文
は
、
以
下
の
よ
う

に
修
正
さ
れ
る
。

　

a）　
「（
適
用
）
が
な
さ
れ
る
（il�est
）」
と
い
う
語
は
、「
控
訴

院
が
（
適
用
す
る
）（elle

）」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

b）　
「
控
訴
院
が
第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
七
条
の
諸
規
定
を
適
用
す

る
旨
決
定
す
る
場
合
を
除
い
て
（sauf�si�elle�décide�de�faire�

application�des�dispositions�de�l'article�L.�521-27
）」
と
い
う

語
が
、
付
け
加
わ
る
。

第
一
六
条

　

上
記
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―

九
五
〇
号
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
第
六
部

は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

一　

第
Ｌ
．
六
一
一
―
一
条
第
一
項
第
二
文
に
お
い
て
、「
挙
手

（m
ain�levée

）」
の
語
は
、「
解
除
（m

ainlevée

）」
の
語
に
よ
っ

て
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

二　

第
Ｌ
．
六
一
一
―
七
条
に
お
い
て
、「
援
助
に
お
け
る
（en�

assistance

）」
と
い
う
語
は
、「
援
助
の
（d'assistance

）」
と
い

う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

三　

第
Ｌ
．
六
一
二
―
二
条
に
お
い
て
、「
召
喚
さ
れ
る

（convoqués

）」
の
語
の
後
に
、「
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
て
（par�

tout�m
oyen

）」
の
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

四　

第
Ｌ
．
六
二
一
―
一
条
に
お
い
て
、「
一
六
歳
以
上
一
八
歳

未
満
の
（de�seize�à�dix-huit

）」
と
い
う
語
は
、「
一
六
歳
以
上

の
（d'au�m

oins�seize

）」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

五　

第
Ｌ
．
六
二
一
―
二
条
第
一
項
に
お
い
て
、「
大
審（
裁
判
所
）

（de�grande�instance

）
」
の
語
は
、「
司
法
（
裁
判
所
）

（judiciaire

）」
の
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

六　

第
二
編
単
独
章
は
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
第
Ｌ
．
六

二
一
―
三
条
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。

　
「
第
Ｌ
．
六
二
一
―
三
条
―
刑
罰
適
用
判
事
が
保
護
観
察
付
執
行

猶
予
に
関
し
て
定
め
ら
れ
る
義
務
の
一
つ
ま
た
は
複
数
を
被
有
罪
宣

告
者
に
命
じ
う
る
、
刑
の
修
正
が
問
題
と
な
る
場
合
、
少
年
係
判
事

は
、
同
様
に
、
第
Ｌ
．
一
二
二
―
二
条
に
挙
げ
ら
れ
る
措
置
の
一
つ

を
被
有
罪
宣
告
者
に
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
閉
鎖
型
教
育

（法政研究�88－3－30）
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セ
ン
タ
ー
へ
の
収
容
条
件
を
遵
守
す
る
義
務
は
、
外
部
収
容
及
び
仮

釈
放
の
枠
内
に
お
い
て
の
み
宣
告
さ
れ
う
る
。」

　

七　

第
Ｌ
．
六
三
一
―
三
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

a）　

第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
、「
記
録
簿
（fiches

）」
の

語
は
、「
決
定
（décisions

）」
の
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

b）　

二
つ
目
の
「
措
置
（m

esure

）」
の
語
の
後
に
、
第
一
項
の

末
尾
が
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
。「
～
が
確
定
し
た
。（est�

devenue�définitive.

）」

　

八　

第
Ｌ
．
六
三
一
―
四
条
第
一
項
に
お
い
て
、「
少
年
に
対
し

て
下
さ
れ
た
決
定
の
（
後
に
）、
再
教
育
が
（d'une�décision�

prise�à�l'égard�d'un�m
ineur,�la�rééducation

）」
と
い
う
語
は
、

「
確
定
し
た
重
罪
刑
ま
た
は
軽
罪
刑
を
少
年
に
宣
告
す
る
有
罪
判
決

の
（
後
に
）
、
教
育
的
更
生
が
（de�la�condam

nation�
prononcée�à�l'encontre�d'un�m

ineur�à�une�peine�
crim

inelle�ou�correctionnelle�devenue�définitive,�le�
relèvem

ent�éducatif

）」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
、「
達
成
さ

れ
た
（acquise

）」
の
語
は
、「
達
成
さ
れ
た
（acquis

）」
の
語
に

置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

九　

第
Ｌ
．
六
三
二
―
三
条
は
、「
判
決
裁
判
機
関
の
特
に
理
由

を
付
し
た
こ
れ
に
反
す
る
決
定
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
（sauf�

décision�contraire�spécialem
ent�m

otivée�de�la�juridiction�

de�jugem
ent

）」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。

　

一
〇　

第
Ｌ
．
六
三
二
―
五
条
に
お
い
て
、「
一
三
歳
以
上
一
八

歳
未
満
（de�treize�à�dix-huit

）」
の
語
は
、「
一
三
歳
以
上
（d'au�

m
oins�treize

）」
の
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

第
一
七
条

　

上
記
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―

九
五
〇
号
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
第
七
部

は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

一　

第
Ｌ
．
七
一
一
―
三
条
、
第
Ｌ
．
七
二
一
―
五
条
及
び
第
Ｌ
．

七
二
二
―
三
条
の
第
二
号
に
お
い
て
、「
第
六
三
―
四
―
四
条
」
の

参
照
の
後
に
、「
同
法
典
の
（du�m

êm
e�code

）」
の
語
が
挿
入
さ

れ
る
。

　

二　

第
二
編
の
表
題
に
お
い
て
、「
～
島
に
（dans�les�îles�

de

）」
の
語
は
、「
～
に
（à

）」
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

三　

第
Ｌ
．
七
二
一
―
一
条
、
第
七
二
二
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．
七

二
三
―
一
条
に
お
い
て
、「
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ

ン
ス
第
二
〇
一
九
―
九
五
〇
号
か
ら
生
じ
る
起
草
（la�rédaction�

résultant�de�l'ordonnance�n

°�2019-950�du
11�septem

bre�
2019

）」
と
い
う
語
は
、「
少
年
刑
事
司
法
法
典
法
律
の
部
を
含
む
二

〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―
九
五
〇
号

（88－3－31）
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を
追
認
す
る
二
〇
二
一
年
二
月
二
六
日
の
法
律
第
二
〇
二
一
―
二
一

八
号
か
ら
生
じ
る
起
草
（leur�rédaction�résultant�de�la�loi�n

°�
2021-218�du

26�février�2021�ratifiant�l'ordonnance�n

°�2019-
950�du

11�septem
bre�2019�portant�partie�législative�du�

code�de�la�justice�pénale�des�m
ineurs

）」
と
い
う
語
に
よ
っ

て
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

四　

第
Ｌ
．
七
二
一
―
二
条
第
三
号
、
及
び
、
第
Ｌ
．
七
二
二
―

二
条
及
び
第
Ｌ
．
七
二
三
―
二
条
の
第
一
号
に
お
い
て
、
二
つ
目
の

「
参
照
（références

）
」
の
語
の
後
に
、「
規
定
の
（aux�

dispositions

）」
の
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

五　

第
Ｌ
．
七
二
一
―
四
条
に
お
い
て
、「
モ
ジ
ュ
ー
ル

（m
odule

）」
の
語
の
後
に
、「
～
の
（de

）」
の
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

第
一
八
条

　

上
記
二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―

九
五
〇
号
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

一　

第
四
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　

a）　

第
七
号
及
び
第
九
号
第
二
項
に
お
い
て
、「
～
法
典
（code�

de

）」
の
語
の
後
に
、「（
定
冠
詞
）la

」
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

b）　

最
初
の
「
決
定
（décision

）」
の
語
の
後
に
、
第
一
〇
号

第
二
項
の
末
尾
が
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
。「
～
が
確
定
し

た
（est�devenue�définitive

）」

　

c）　

第
一
一
号
ａ
第
二
項
に
お
い
て
、「
司
法
（justice

）」
の
語

の
後
に
、「
刑
事
（pénale

）」
の
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

二　

第
五
条
Ⅱ
及
び
Ⅲ
に
お
い
て
、「
第
Ｌ
．
四
一
三
―
五
条
」

の
参
照
は
、「
第
Ｌ
．
四
一
三
―
一
五
条
」
の
参
照
に
よ
っ
て
置
き

換
え
ら
れ
る
。

　

三　

同
第
五
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
Ⅹ
に
よ
っ
て
補

完
さ
れ
る
。

　
「
Ⅹ
．
―
法
律
扶
助
に
関
す
る
一
九
九
一
年
七
月
一
〇
日
の
法
律

第
九
一
―
六
四
七
号
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　
「
一　

第
一
一
―
二
条
第
四
号
に
お
い
て
、「
犯
罪
少
年
に
関
す
る

一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
四
五
―
一
七
四
号
第
一

二
―
一
条
に
」
と
い
う
語
は
、「
少
年
刑
事
司
法
法
典
第
Ｌ
．
四
二

二
―
一
条
第
二
号
に
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　
「
二　

第
一
九
―
一
条
第
七
号
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

　
「
a）　
「
教
育
的
（éducative

）」
の
語
の
後
に
、「
刑
事
に
関
す

る
少
年
係
判
事
ま
た
は
少
年
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
の
（d'une�

procédure�devant�le�juge�des�enfants�en�m
atière�pénale�

ou�le�tribunal�pour�enfants

）」
と
い
う
語
が
挿
入
さ
れ
る
。

　
「
b）　

最
後
に
、「
予
審
ま
た
は
判
決
の
審
理
の
（d'une�

instruction�ou�d'une�audience�de�jugem
ent

）」と
い
う
語
は
、

（法政研究�88－3－32）
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「
ま
た
は
予
審
の
（ou�d'une�instruction

）」
と
い
う
語
に
よ
っ

て
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　
「
三　

第
六
四
―
二
条
は
、
廃
止
さ
れ
る
。」

　

四　

第
六
条
に
お
い
て
、「
参
照
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る

（s'entendent�com
m
e�faisant�référence

）」
と
い
う
語
は
、「
参

照
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
（sont�rem

placées�par�des�
références

）」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

五　

第
八
条
Ⅵ
第
一
号
に
お
い
て
、「
情
報
処
理
、
フ
ァ
イ
ル
及

び
自
由
に
関
す
る
一
九
七
八
年
一
月
六
日
の
法
律
第
七
八
―
一
七
号

を
修
正
す
る
、
個
人
デ
ー
タ
の
保
護
に
関
す
る
二
〇
一
八
年
六
月
二

〇
日
の
法
律
第
二
〇
一
八
―
四
九
三
号
第
三
二
条
の
適
用
に
よ
り
発

せ
ら
れ
た
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
一
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇

一
八
―
一
一
二
五
号
、
並
び
に
、
個
人
的
な
デ
ー
タ
の
保
護
に
関
す

る
諸
規
定
」
の
参
照
は
、「
公
訴
の
迅
速
化
及
び
単
純
化
に
関
す
る

二
〇
二
〇
年
一
二
月
七
日
の
法
律
第
二
〇
二
〇
―
一
五
二
五
号
」
の

参
照
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

　

六　

同
第
八
条
の
後
に
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
第
八
―
一

条
及
び
第
八
―
二
条
が
挿
入
さ
れ
る
。

　
「
第
八
―
一
条
―
二
〇
一
八
年
か
ら
二
〇
二
二
年
の
計
画
及
び
司

法
改
革
に
関
す
る
二
〇
一
九
年
三
月
二
三
日
の
法
律
第
二
〇
一
九
―

二
二
二
号
第
九
四
号
Ⅱ
は
、
廃
止
さ
れ
る
。

　
「
第
八
―
二
条
－
本
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
施
行
後
二
年
経
過
時
点
で
、

政
府
は
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
の
適
用
に
関
す
る
報
告
書
を
議
会
に

提
出
し
、
そ
の
報
告
書
で
は
、
と
り
わ
け
、
あ
り
う
る
進
展
及
び
直

面
す
る
困
難
を
明
記
し
、
必
要
な
場
合
、
補
充
的
措
置
ま
た
は
修
正

措
置
を
推
奨
す
る
。」

　

七　

第
一
〇
条
第
二
項
は
、
以
下
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
。

　
「
但
し
、
教
育
的
措
置
に
関
す
る
少
年
刑
事
司
法
法
典
の
諸
規
定
、

及
び
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
の
諸
規
定
が
訴
追
対
象
の
少
年
に
と
っ

て
有
利
で
あ
る
場
合
に
は
、
保
安
処
分
に
関
す
る
同
規
定
は
、
直
ち

に
適
用
さ
れ
る
。」

　

本
法
律
は
、
国
法
と
し
て
施
行
さ
れ
る
。

　

二
〇
二
一
年
二
月
二
六
日　

パ
リ
に
て

共
和
国
大
統
領　

EM
M

A
N
U
EL�M

A
CRO

N

首
相　

JEA
N
�CA

ST
EX

内
務
大
臣　

GÉRA
LD

�D
A
RM

A
N
IN

海
外
担
当
大
臣　

SÉBA
ST

IEN
�LECO

RN
U

国
璽
尚
書
、
司
法
大
臣　

ERIC�D
U
PO

N
D

―M
O
RET

T
I

�

（
井
上
宜
裕
）
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JU
SF1928288L,�JO

RF�n

°�50�du�27�février�2021,�T
exte�1

（https://w
w

w
.legifrance.gouv.fr/dow

nload/file/
lN

bp7krM
X
v99W

S3zY
33_u_W

-c5JqEb-SEA
z0M

fCl1vU
=/

JO
E_T

EX
T
E

（
二
〇
二
一
年
八
月
二
一
日
閲
覧
））。

（
２
）Loi�n

°�2019-222�du�23�m
ars�2019�de�program

m
ation�2018-

2022�et�de�réform
e�pour�la�justice,�N

O
R:JU

ST1806695L,�JO
RF�

n

°�0071�du
24�m

ars�2019,�T
exte�2

（https://w
w
w
.legifrance.

g
ou

v
.fr/d

ow
n
load

/file/p
h
aG

Iaah
l7h

d
3j9y

B
C
-

N
oZ96W

A
kxk7JLK

oU
d3uP63A

4=/JO
E_T

EX
T
E

（
二
〇
二
一

年
八
月
二
一
日
閲
覧
））。

（
３
）Ordonnance�n

°�45-174�du
2�février�1945�relative�à�l'enfance�

délinquante,�JO
RF�n

°�30�du
4�février�1945

（https://w
w
w
.

leg
ifran

ce.g
ou

v
.fr/d

ow
n
load

/secu
re/file/

sA
2Gxo5SFGLeT$e6m

p!e

（
二
〇
二
一
年
八
月
二
一
日
閲
覧
））。
な

お
、
一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法

研
究
会
（
訳
）「
犯
罪
少
年
に
関
す
る
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル

ド
ナ
ン
ス
（
一
）（
二
）（
三
・
完
）」
法
政
研
究
八
一
巻
一
・
二
号
（
二

〇
一
四
年
）
四
三
頁
以
下
、
八
二
巻
四
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
二
三
三

頁
以
下
、
八
三
巻
一
・
二
号
（
二
〇
一
六
年
九
月
）
一
一
一
頁
以
下
参

照
。

（
４
）O

rdonnance�n

°�2019-950�du�11�septem
bre�2019�portant�

partie�législative�du�code�de�la�justice�pénale�des�m
ineurs,�

N
O
R:�JU

SX
1919677R,�JO

RF�n

°�0213�du�13�sept.�2019,�texte�

2

（https://w
w

w
.legifrance.gouv.fr/dow

nload/file/
joO

gO
T
0A

L
G
vB

JB
aV

42W
gs1W

5kS9SQ
-G

5R
yH

d�
65U

5Q
A
E=/JO

E_T
EX

T
E

（
二
〇
二
一
年
八
月
二
一
日
閲
覧
））。

二
〇
一
九
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研

究
会
（
訳
）「
フ
ラ
ン
ス
少
年
刑
事
司
法
法
典
－
二
〇
一
九
年
九
月

一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―
九
五
〇
号
－
（
一
）・

（
二
）・（
三
）・（
四
）・（
五･

完
）」
法
政
研
究
八
六
巻
四
号
（
二
〇

二
〇
年
）
一
一
〇
五
頁
以
下
、
八
七
巻
一
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
七

頁
以
下
、
八
七
巻
四
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
〇
八
五
頁
以
下
、
八
八

巻
一
号（
二
〇
二
一
年
）一
三
頁
以
下
、
八
八
巻
二
号（
二
〇
二
一
年
）

五
五
三
頁
以
下
参
照
。

【
付
記
】
本
資
料
は
、
二
〇
二
一
年
末
延
財
団
研
究
会
助
成
に
よ
る

成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（法政研究�88－3－34）




